
１９歳以上２３歳未満の被扶養者の認定基準が変更されます 

 

 地方公務員等共済組合法運用方針の一部が改正されたため、被扶養者認定事務取扱要

領を下記のとおり改正しました。 

 

記 

 

１ 改正内容 

  １９歳以上２３歳未満の者（組合員の配偶者を除く。）の認定基準額について、 

年間１３０万円未満から年間１５０万円未満に引き上げる。 

  ※ 改正箇所  

改正後の被扶養者認定事務取扱要領中、４頁第８ １（４）、第８ ２、６頁５及び７ 

 

２ 改正理由 

  令和７年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除

の創設が行われたことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図るため。 

 

３ 施行日 

  令和７年１０月１日 

 

４ 注意事項 

 ⑴ 学生であることの要件は求めず、年齢によって判断する。 

 ⑵ 年齢は、所得税法の取扱いと同様、その年の１２月３１日現在の年齢で判定する。 

  ※ １９歳に到達する年の１月１日から２２歳に到達する年の１２月３１日まで

の基準額は１５０万円未満となる。 

    なお、民法を準用し、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日

が１月１日である者は、１２月３１日において年齢が加算される。 

⑶ 令和７年１０月１日以降に組合員が被扶養者申告書を提出する場合、令和７年 

 １０月１日より前に遡って認定する場合の基準額は１３０万円となる。 

⑷ 認定基準額の１５０万円を一時的に超えた場合でも「年収の壁・支援強化パッケ

ージ」に基づく事業主証明により一時的な収入増加と認められる場合は、認定継続

が可能である。 

⑸ 今年度の被扶養者資格調査において、時給又は日給の者が基準額を超過した場合

は令和７年１１月１日にて認定取消を行うよう取り扱っているが、この判定に本改

正を適用する。  


